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【手続補正書】
【提出日】平成23年6月7日(2011.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ａ．ウリジン又はウリジンリン酸、並びに
　ｂ．ドコサヘキサエン酸及び／又はエイコサペンタエン酸
　を含み、（ｉ）遅延再生機能の改善、並びに／又は（ｉｉ）被験者の遅延再生機能障害
の治療及び／若しくは予防を目的とする組成物であって、被験者に経腸的に投与する、上
記組成物。
【請求項２】
　前記被験者のミニメンタルステート検査が２４～２６点である、請求項１に記載の組成
物。
【請求項３】
　ａ．ウリジン又はウリジンリン酸、並びに
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　ｂ．ドコサヘキサエン酸及び／又はエイコサペンタエン酸
　を含み、ミニメンタルステート検査が２４又は２５点である被験者において、記憶力の
改善、及び／又は記憶機能障害の治療若しくは予防における使用を目的とする組成物であ
って、被験者に経腸的に投与する、上記組成物。
【請求項４】
　リン脂質、コリン、ビタミンＥ、ビタミンＣ、セレン、ビタミンＢ１２、ビタミンＢ６
及び葉酸を含む、請求項１から３までのいずれか一項に記載の組成物。
【請求項５】
　少なくとも３週間の期間にわたり、被験者に少なくとも１日に１回、経腸的に投与され
る、請求項１から４までのいずれか一項に記載の組成物。
【請求項６】
　１日の投与単位当たりのウリジンをウリジン一リン酸として計算して０．１～２ｇ、並
びに１日の投与単位当たりのＤＨＡ及びＥＰＡを合計で４００～５０００ｍｇ含む、請求
項１から５までのいずれか一項に記載の組成物。
【請求項７】
　１００ｍｌ当たり可消化炭水化物を１から５０グラムの間、１００ｍｌ当たりタンパク
質を０．５～１０ｇ、並びに０．２及び３ｋｃａｌ／ｍｌ含む、請求項１から６までのい
ずれか一項に記載の組成物。
【請求項８】
　液体生成物であり、２０℃で１００ｓ－１の剪断速度で測定した場合、１から１００ｍ
Ｐａ．ｓの間の粘度を有する、請求項１から７までのいずれか一項に記載の組成物。
【請求項９】
　（ｉ）遅延再生機能の改善、並びに／又は（ｉｉ）被験者の遅延再生機能障害の治療及
び／若しくは予防をするための組成物の製造における、
　ａ．ウリジン又はウリジンリン酸、並びに
　ｂ．ドコサヘキサエン酸及び／又はエイコサペンタエン酸
　を含む組成物の使用であって、被験者に経腸的に投与する該組成物の、上記使用。
【請求項１０】
　前記被験者のミニメンタルステート検査が２４～２６点である、請求項９に記載の使用
。
【請求項１１】
　ミニメンタルステート検査が２４又は２５点の被験者において、記憶力の改善、及び／
又は記憶機能障害の治療若しくは予防をするための組成物の製造における、
　ａ．ウリジン又はウリジンリン酸、並びに
　ｂ．ドコサヘキサエン酸及び／又はエイコサペンタエン酸
　を含む組成物の使用であって、被験者に経腸的に投与する該組成物の、上記使用。
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